
個人情報保護制度とは　

 「個人情報保護制度」とは、企業や団体、行政機
関などによる個人情報※の適正な取り扱いについ
て定めるとともに、個人の権利利益を保護するこ
とを目的とした制度です。
※個人情報
　氏名・住所・生年月日などにより特定の個人が
識別され得る情報

総合政策課総務係　☎（63）2138

　市では、これまで「個人情報保護条例」
（平成10年９月制定）に基づき、個人情
報に関わる収集や請求の受付など、個人情
報保護制度の運用を行ってきました。
　改正個人情報保護法では必要な事項を市
で定めるとされたことから、これまでの
「個人情報保護条例」を廃止し、新たに
「個人情報の保護に関する法律施行条例」
を制定し４月１日から施行します。

◆「鹿沼市個人情報の保護に関する法律施行条例」
　改正個人情報保護法の施行に関し、必要な事項を定めています。主な内容は下表のとおりです。

　令和３年５月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「個人
情報の保護に関する法律」（個人情報保護法）が改正されました。これにより、企業や団体、行政機関などで異
なっていた個人情報保護制度のルールが法律の下に一元化され、4月1日から共通のルールによって運用される
こととなります。
　今回の法改正の内容と併せて、改めて「個人情報保護制度」についてご案内します。

制度が「条例」から「法律」に移ります

特定の個人を
識別できるもの

個人の身体の
データ

個人に割り振られる
公的な番号

声紋

指紋

静脈

虹彩

個人情報保護制度を
　　　　知っていますか？

新たなルールにおいても、市民の皆さんの個人情報の保護や、
その権利の保障に関する考え方に変わりはありません。今後も
適切に個人情報保護制度を運用していきます！

４月１日からルールが法律に一元化

このようなものが個人情報です。

番号：1234567
名前

生年月日

住所

◯山 ◯子

◯◯年◯月◯日

鹿沼市◯◯◯
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　市役所新庁舎整備事業は、建設工事が２月28日に完了し、市へ引き渡しとなりました。現在は、備品搬
入および、ネットワーク配線工事を行っています。その後、４月から５月にかけて各部署の移転を行い、５
月８日㈪の完全開庁を予定しています。

新庁舎１・２階のレイアウトが変わります
　４月17日㈪に新庁舎１・２階のレイアウトが変わります。厚生課、高齢福祉課が２階から１階に、健康
課、保育課、子育て支援課が５階から２階に移転します。市役所にお越しの際は、ご注意ください。

　
新庁舎への移転は３回に分けて行います

移転先
業務開始日 部署名 移転先

４月17日㈪
保険年金課、障がい福祉課、
高齢福祉課、厚生課、法務局 本庁１階

子育て支援課、保育課、健康課 本庁２階

４月24日㈪ 危機管理課、財政課、人事課 本庁３階

５月 ８日㈪

契約検査課、産業振興課、
観光交流課、林政課、農政課、
産業誘致推進室、
農業委員会事務局、
選挙管理委員会事務局、
監査委員事務局

本庁５階

庁舎整備だより庁舎整備だより 第32号第32号 庁舎整備推進室庁舎整備推進室
☎（63）2481☎（63）2481
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５月９日㈫～
全面使用可能

新庁舎内駐車場が使用可能になります
　現在、一部が使用開始となっている新庁舎内第１
駐車場は、５月９日㈫以降に全面使用可能となりま
す。

　　　　　　　  新庁舎完成式典を開催します！
	４月30日㈰に、市内外の関係者を招待して完成式典を開催します。式典内では、市制
75周年を記念し、かぬまふるさと大使の平野早矢香さん（本市出身・元卓球選手）に
よるトークショーを行い、市役所前道路で４台の彫刻屋台とお囃子が披露されます。
　式典当日は、市役所周辺の一部道路で交通規制を行いますので、詳しくは、市ホーム
ぺージをご覧ください。

・記載のない部署は、従来通りの配置です。
・業務開始日までは移転前の窓口で通常営業しています。
・新庁舎の住所は、従来と同じ（今宮町1688-1）です。
・仮庁舎は５月８日㈪をもって閉庁します。
・電話は移転後も従来の番号でつながります。
		（電話番号は、市ホームページをご覧ください）

市制75周年記念


